
核医学診断／治療に関する医科診療報酬点数表 

第 2 章 特掲診療料 第 1 部 医学管理等 

B009-2 電子的診療情報評価料 
 

B009-2 電子的診療情報評価料 30 点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和 2 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 57 号） 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和 2 年 3 月 5 日 保医発第 0305 第 1 号） 

 

告示 通知 

注  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た

保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情

報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、

画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内

容、退院時要約等の診療記録のうち主要なもの

について、電子的方法により閲覧又は受信し、

当該患者の診療に活用した場合に算定する。 

 

 

(1) 電子的診療情報評価料は、別の保険医療機関か

ら診療情報提供書の提供を受けた患者につい

て、同時に電子的方法により提供された検査結

果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注

射内容及び退院時要約等のうち主要なものを電

子的方法により閲覧又は受信し、当該検査結果

等を診療に活用することによって、質の高い診

療が効率的に行われることを評価するものであ

る。 

 

(2) 保険医療機関が、他の保険医療機関から診療情

報提供書の提供を受けた患者について、検査結

果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注

射内容及び退院時要約等のうち主要なもの（少

なくとも検査結果及び画像情報を含む場合に限

る。）を①医療機関間で電子的に医療情報を共有

するネットワークを通じ閲覧、又は②電子的に

送付された診療情報提供書と併せて受信し、当

該検査結果や画像を評価して診療に活用した場

合に算定する。その際、検査結果や画像の評価

の要点を診療録に記載する。 

 

(3) 電子的診療情報評価料は、提供された情報が当

該保険医療機関の依頼に基づくものであった場

合は、算定できない。 

 

(4) 検査結果や画像情報の電子的な方法による閲覧

等の回数にかかわらず、区分番号「B009」に掲

げる診療情報提供料（Ⅰ）を算定する他の保険

医療機関からの１回の診療情報提供に対し、１

回に限り算定する。 

 
 


